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○
農
林
水
産
省
令
第
二
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
十
七
日

𠮷

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表

第
１

（第
１

条
関

係

）

別
表

第
１

（第
１

条
関

係

）

１
飼

料
一

般
の

成
分

規
格

並
び

に
製

造
使

用
及

び
保

存
の

方
法

及
び

１
飼

料
一

般
の

成
分

規
格

並
び

に
製

造
使

用
及

び
保

存
の

方
法

及
び

、
、

表
示

の
基

準
表

示
の

基
準

（1

）飼
料

一
般

の
成

分
規

格

（1

）飼
料

一
般

の
成

分
規

格

ア
ス

（略
）

ア
ス

（略

）

～
～

セ
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

農
薬

（農
薬

取
締

法

（昭
和

2
3
年

セ
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

農
薬

（農
薬

取
締

法

（昭
和

2
3
年

法
律

第
8
2
号

）第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
農

薬
を

い
う

。以
下

法
律

第
8
2
号

）第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
農

薬
を

い
う

。以
下

同
じ

。

）の
成

分
で

あ
る

物
質

（そ
の

物
質

が
化

学
的

に
変

化
し

同
じ

。

）の
成

分
で

あ
る

物
質

（そ
の

物
質

が
化

学
的

に
変

化
し

て

て
生

成
し

た
物

質
を

含
む

。以
下

同
じ

。

）は
同

表
の

第
２

欄
生

成
し

た
物

質
を

含
む

。以
下

同
じ

。

）は
同

表
の

第
２

欄
に

掲
、

、

に
掲

げ
る

飼
料

の
原

料
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

量
げ

る
飼

料
の

原
料

に
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

第
３

欄
に

定
め

る
量

を
超

え

を
超

え
て

含
ま

れ
て

は
な

ら
な

い

。

て
含

ま
れ

て
は

な
ら

な
い

。

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

イ
ミ

ダ
ク

ロ
プ

リ
ド

（略

）

（略
）

イ
ミ

ダ
ク

ロ
プ

リ
ド

（略

）

（略

）

小
麦

.
2
m
g

＼k
g

小
麦

.
0
5
mg

＼k
g

0
0

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ

（削
る

）

（削
る

）

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ
え

ん
麦

.
3
m
g

＼k
g

0

（削
る

）

（削
る

）

大
麦

.
3
m
g

＼k
g

0

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（削
る

）

（削
る

）

と
う

も
ろ

こ
し

.
3
mg

＼k
g

0

（削
る

）

（削
る

）

マ
イ

ロ
.
3
m
g

＼k
g

0
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（削
る

）

（削
る

）

ラ
イ

麦
.
3m
g

＼k
g

0

（略
）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

ソ
ツ

（略

）

ソ
ツ

（略

）

～
～

（2

）

（5
）

（略

）

（2

）

（5

）

（略

）

～
～

２
５

（略
）
２

５

（略

）

～
～
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第
二
条

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 5 -

改

正

後

改

正

前

別
表

第
１

（第
１

条
関

係

）

別
表

第
１

（第
１

条
関

係

）

１
飼

料
一

般
の

成
分

規
格

並
び

に
製

造
使

用
及

び
保

存
の

方
法

及
び

１
飼

料
一

般
の

成
分

規
格

並
び

に
製

造
使

用
及

び
保

存
の

方
法

及
び

、
、

表
示

の
基

準
表

示
の

基
準

（1

）飼
料

一
般

の
成

分
規

格

（1

）飼
料

一
般

の
成

分
規

格

ア
ス

（略
）

ア
ス

（略

）

～
～

セ
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

農
薬

（農
薬

取
締

法

（昭
和

2
3
年

セ
次

の
表

の
第

１
欄

に
掲

げ
る

農
薬

（農
薬

取
締

法

（昭
和

2
3
年

法
律

第
8
2
号

）第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
農

薬
を

い
う

。以
下

法
律

第
8
2
号

）第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
農

薬
を

い
う

。以
下

同
じ

。

）の
成

分
で

あ
る

物
質

（そ
の

物
質

が
化

学
的

に
変

化
し

同
じ

。

）の
成

分
で

あ
る

物
質

（そ
の

物
質

が
化

学
的

に
変

化
し

て

て
生

成
し

た
物

質
を

含
む

。以
下

同
じ

。

）は
同

表
の

第
２

欄
生

成
し

た
物

質
を

含
む

。以
下

同
じ

。

）は
同

表
の

第
２

欄
に

掲
、

、

に
掲

げ
る

飼
料

の
原

料
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
第

３
欄

に
定

め
る

量
げ

る
飼

料
の

原
料

に
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

第
３

欄
に

定
め

る
量

を
超

え

を
超

え
て

含
ま

れ
て

は
な

ら
な

い

。

て
含

ま
れ

て
は

な
ら

な
い

。

第
１

欄
第

２
欄

第
３

欄
第

１
欄

第
２

欄
第

３
欄

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

イ
ミ

ダ
ク

ロ
プ

リ
ド

え
ん

麦
.
0
4
m
g

＼k
g

イ
ミ

ダ
ク

ロ
プ

リ
ド

え
ん

麦
.
0
5
m
g

＼k
g

0
0

大
麦

.
0
4
m
g

＼k
g

大
麦

.
0
5
m
g

＼k
g

0
0

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

マ
イ

ロ
.
0
4
m
g

＼k
g

マ
イ

ロ
.
0
5
m
g

＼k
g

0
0

ラ
イ

麦
.
0
4
m
g

＼

k
g

ラ
イ

麦
.
0
5
m
g

＼kg
0

0

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略
）

（略

）

（略

）

ク
ロ

ル
プ

ロ
フ

ァ
ム

え
ん

麦
.0
2
m
g

＼k
g

ク
ロ

ル
プ

ロ
フ

ァ
ム

（新
設

）

（新
設

）

0

大
麦

.
0
2
mg

＼k
g

大
麦

.
0
5
mg

＼k
g

0
0
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小
麦

.
0
2
m
g

＼k
g

小
麦

.
0
5
m
g

＼k
g

0
0

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

ラ
イ

麦
.
0
2
m
g

＼k
g

ラ
イ

麦
.
0
5
m
g

＼k
g

0
0

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

ソ
ツ

（略
）

ソ
ツ

（略

）

～
～

（2

）

（5

）

（略

）

（2

）

（5

）

（略

）

～
～

２
５

（略

）

２
５

（略

）

～
～
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

か
ら
施
行
す
る
。


